ゲタ_別紙参考様式第４号

	令和○年○月○日

交付申請者
○○　○○　殿

〇○農政局地方参事官（○○）

令和○年産の畑作物の直接支払交付金について
（改善指導）

令和○年度経営所得安定対策等の交付申請書、地域の基準単収を大きく下回ったことの理由書等を精査した結果を踏まえ、令和○年産においても同種の作物に対する経営所得安定対策等の交付申請をお考えである場合には、下記につき栽培管理の改善を行う必要があることをお伝えします。
なお、令和○年産においても、引き続き地域の基準単収を大きく下回り、かつ、下記の改善指導を受けたにもかかわらず下記の改善措置がなされていないことが確認された場合、経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第１の１の（２）の③のカの(エ)のdに該当し、合理的な理由があると認められないことから、畑作物の直接支払交付金（面積払）等の交付対象とならないことをご了知願います。
また、地域の基準単収を大きく下回ったことの理由については、ゲタ_別紙参考様式第４号（別添）の３に該当する場合、合理的な理由があると認められませんので御留意ください。

記

１．　地域における標準的な栽培時期に必要な農作業を行うこと（下表参照。）。○月以降に播種している場合は、適期の作業がなされていないものとみなします。
２．　対象畑作物（○○）以外の植物が、ほ場において対象畑作物（○○）よりも優勢になることのないように効果的な防除を行うこと。対象畑作物（○○）以外の植物が対象畑作物（○○）よりも優勢になっていることが確認された場合、必要な防除がなされていないものとみなします。
３．　湿害が発生しやすいほ場について、効果的な排水対策を行うこと。湿害の影響が軽減されていない場合、必要な対策が講じられていないものとみなします。
４．　過年度における改善事項等（交付申請者（農業者）に対する過去の改善事項等を記述してください。）
５．その他改善事項等（交付申請者（農業者）の栽培状況に合わせ、必要に応じ、個別に見直すべき栽培管理の改善事項等を記述してください。）

（参考）地域における標準的な栽培時期
	都道府県
	対象畑作物
	播種期
	収穫期

	〇○県
	そば
	６月上旬～中旬
	９月上旬～中旬

	○○県
	大豆
	７月下旬～８月上旬
	９月下旬～10月中旬


（地域の普及組織等からの聞き取り）
